
は

じ

め

に

五
世
紀
前
半
に
中
国
に
遣
使
し
た
倭
王
と
し
て
讃
・
珍
（
彌
）
の
名
が
『
晋

書
』『
宋
書
』『
粱
書
』『
南
史
』
な
ど
に
み
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
倭

王
讃
は
東
晋
安
帝
の
義
煕
九
年
（
四
一
三
）
に
東
晋
に
遣
使
朝
貢
し
、
宋
高
祖
武

帝
の
永
初
二
年
（
四
二
一
）
と
宋
文
帝
の
元
嘉
二
年
（
四
二
五
）
に
は
宋
に
遣
使

朝
献
し
た
。
文
帝
の
元
嘉
七
年
（
四
三
〇
）
に
倭
国
王
が
遣
使
し
た
の
ち
、
文
帝

の
元
嘉
一
五
年
（
四
三
八
）
に
は
、
讃
の
死
後
に
立
っ
た
弟
の
珍
（
彌
）
が
遣
使

奉
献
し
、
安
東
将
軍
・
倭
国
王
の
官
号
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
み
え
る
倭
王
讃
と
倭
王
珍
（
彌
）
に
つ
い
て
は
、
讃
を
履
中
天
皇
も

（
�
）

し
く
は
仁
徳
天
皇
に
あ
て
、
珍
を
反
正
天
皇
に
あ
て
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
珍

み
つ
は
わ
け

（
彌
）＝

反
正
説
は
反
正
天
皇
の
諱
で
あ
る
「
瑞
歯
別
」
の
「
瑞
」
字
が
「
珍
」
字

（
�
）

（
�
）

と
相
似
す
る
、「
瑞
」
と
「
珍
」
が
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
な
ど
と
い
う
理
由
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
な
ぜ
好
字
で
あ
る
「
瑞
」
を
王
名
に
採
用
し
な
か

っ
た
の
か
が
疑
問
と
し
て
残
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
前
田
直
典
は
一
九
四
八
年
に
倭
王
讃
を
応
神
天
皇
、
倭
王
彌

（
�
）

（
珍
）
を
仁
徳
天
皇
に
比
定
す
る
新
説
を
発
表
し
た
。
前
田
説
は
そ
の
後
、
厳
し

い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
た
め
、
現
在
は
有
力
な
学
説
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い

が
、
私
は
最
近
、
前
田
説
を
再
評
価
す
る
立
場
か
ら
、
讃＝

応
神
説
に
改
め
て
検

（
�
）

討
を
加
え
た
結
果
、
前
田
説
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
前
田
の
彌
（
珍
）＝

仁
徳
説
に
焦
点
を
絞
り
、
前
田
説
の
根
拠
と

前
田
説
に
対
す
る
批
判
を
再
検
証
し
な
が
ら
、
彌
（
珍
）＝

仁
徳
説
が
妥
当
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

一

前
田
直
典
の
彌
（
珍
）＝

仁
徳
天
皇
説

前
田
説
の
概
要
を
、
彌
（
珍
）＝

仁
徳
説
を
中
心
に
要
約
す
る
と
、
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

①
『
宋
書
』
倭
国
伝
に
み
え
る
倭
王
珍
は
、『
梁
書
』
倭
伝
で
は
倭
王
彌
と
な
っ

て
い
る
が
、
明
版
の
『
文
献
通
考
』
は
一
ヵ
所
を
「
珍
」、
一
ヵ
所
を
「
�
」

と
作
り
、
明
版
の
『
冊
府
元
亀
』
に
は
「
�
」
と
あ
り
、
和
刻
本
『
太
平
御

覧
』
所
引
の
「
南
史
」
は
「
珎
」
と
作
る
。
ま
た
、『
翰
苑
』
新
羅
条
所
引

「
括
地
志
」
が
引
く
「
宋
書
」
は
「
弥
」
と
作
っ
て
い
る
の
で
、
古
く
は
『
宋

書
』
に
も
「
彌
」
と
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
『
宋
書
』
倭
国
伝
の
倭
王
武
上
表
文
に
み
え
る
「
自
レ

昔
祖
禰
、
躬
�
二

甲

倭
王
彌
（
珍
）
と
仁
徳
天
皇

西

本

昌

弘
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冑
一

」
の
「
祖
禰
」
は
、『
文
献
通
考
』
で
は
「
祖
彌
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

「
祖
禰
」
は
「
祖
彌
」
す
な
わ
ち
「
祖
な
る
彌
」
の
誤
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
彌
は
武
（
雄
略
天
皇
）
の
祖
父
で
あ
る
仁
徳
天
皇
を
さ
し
、
讃
は
応
神
天
皇

を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

③

那
珂
通
世
・
橋
本
増
吉
ら
の
『
日
本
書
紀
』
紀
年
研
究
に
よ
る
と
、
神
功
紀

と
応
神
紀
の
紀
年
は
干
支
二
運
す
な
わ
ち
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
て
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、『
日
本
書
紀
』
の
応
神
天
皇
親
政
元
年
庚
寅
（
二
七

〇
）
は
三
九
〇
年
、
応
神
の
崩
年
庚
午
（
三
一
〇
）
は
四
三
〇
年
と
な
り
、
四

一
三
年
に
東
晋
に
、
四
二
五
年
に
宋
に
遣
使
し
た
倭
国
王
讃
（
賛
）
は
、
応
神

天
皇
に
比
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

④
「
讃
」
は
応
神
天
皇
の
名
で
あ
る
ホ
ム
ダ
の
「
ホ
ム
」（
讃
美
の
意
味
）
を
漢

訳
し
た
も
の
で
あ
り
、「
彌
」
は
仁
徳
天
皇
の
名
で
あ
る
オ
ホ
サ
サ
ギ
の
「
オ

ホ
」
を
、
こ
れ
に
似
た
意
味
を
も
つ
「
彌
」
に
漢
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
『
宋
書
』『
梁
書
』
で
は
倭
王
の
讃
と
彌
（
珍
）
は
兄
弟
関
係
に
な
っ
て
い
る

が
、
応
神
と
仁
徳
は
父
子
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
史
料
が
誤
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

前
田
の
讃＝

応
神
、
彌＝

仁
徳
説
は
、
学
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
一
時
は

こ
れ
に
賛
同
す
る
声
が
多
く
上
が
っ
た
が
、
や
が
て
前
田
説
に
対
す
る
批
判
が
あ

い
つ
ぐ
よ
う
に
な
る
。
橋
本
増
吉
・
井
上
光
貞
・
志
水
正
志
ら
に
よ
る
反
論
で
あ

る
。
諸
氏
の
批
判
は
第
一
に
、
前
田
が
『
宋
書
』
の
珍
を
退
け
、『
梁
書
』
の
彌

を
採
用
す
る
点
に
集
中
し
、
第
二
に
、
前
田
が
倭
王
武
の
上
表
文
に
み
え
る
「
祖

禰
」
を
「
祖
彌
」
と
改
め
る
点
に
集
ま
っ
た
。
第
二
の
点
に
関
し
て
は
、
前
稿
で

（
�
）

述
べ
た
よ
う
に
、
諸
氏
の
批
判
は
正
当
で
あ
り
、
前
田
の
「
祖
彌
」
説
は
根
拠
不

十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、「
祖
彌
」
説
が
成
立
困
難
で
あ
る
と
し

て
も
、
第
一
の
倭
王
「
彌
」
説
が
成
り
立
つ
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の

で
、
以
下
に
諸
氏
か
ら
の
批
判
点
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

橋
本
増
吉
は
、『
梁
書
』
お
よ
び
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
の
史
料
的
価
値
が
低
い

こ
と
を
強
調
し
て
、『
梁
書
』
と
『
翰
苑
』
の
記
述
を
重
視
す
る
前
田
説
を
批
判

し
た
。
す
な
わ
ち
、『
宋
書
』
が
梁
の
沈
約
が
永
明
六
年
（
四
八
八
）
に
撰
ん
だ

も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
梁
書
』
は
唐
の
姚
思
廉
が
貞
観
三
年
（
六
二
九
）

に
撰
ん
だ
も
の
で
あ
り
、『
梁
書
』
に
は
先
行
史
料
を
不
当
に
省
略
し
、
事
実
を

誤
解
に
導
く
よ
う
な
点
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
は
唐
末
以

前
の
写
本
と
い
わ
れ
る
が
、
問
題
の
「
括
地
志
」
と
そ
こ
に
引
か
れ
た
「
宋
書
」

は
、
三
六
字
の
引
用
中
に
誤
字
が
一
四
字
、
脱
字
が
一
字
あ
る
よ
う
に
、
全
般
に

誤
字
に
満
ち
た
悪
本
な
の
で
、「
倭
王
弥
」
な
る
文
字
も
誤
字
の
一
つ
と
み
る
方

（
�
）

が
正
当
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、『
宋
書
』
文
帝
本
紀
の
元
嘉
一
五
年

（
四
三
八
）
四
月
条
に
は
「
以
二

倭
国
王
珍
一

、
為
二

安
東
将
軍
一

」
と
明
記
さ
れ
て

（
�
）

い
る
の
で
、『
宋
書
』
倭
国
伝
の
珍
は
た
し
か
に
珍
に
相
違
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

井
上
光
貞
も
同
様
の
観
点
か
ら
、『
宋
書
』
で
は
夷
蕃
伝
と
文
帝
紀
の
二
ヵ
所

に
珍
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
二
ヵ
所
と
も
彌
を
珍
に
誤
っ
た
と
い
う
の
は
不

（
�
）

自
然
で
あ
る
と
し
た
。
志
水
正
司
も
、『
梁
書
』
に
よ
り
『
宋
書
』
を
批
判
す
る

（
�
）

前
田
の
方
法
は
首
肯
し
が
た
い
と
い
う
。

橋
本
・
井
上
・
志
水
ら
に
よ
る
前
田
説
批
判
は
、『
梁
書
』
よ
り
も
『
宋
書
』

を
重
視
す
べ
き
こ
と
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
は
悪
本
な
の
で
信
用
で
き
な
い
こ

と
、
の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
以
下
、
節
を
改
め
て
、
こ
れ

ら
の
批
判
点
が
当
た
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
み
た
い
。
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二

前
田
説
批
判
点
の
再
検
証

（
１
）『
宋
書
』
の
珍
か
、『
梁
書
』
の
彌
か

『
宋
書
』
は
劉
宋
（
四
二
〇
〜
四
七
九
年
）
の
滅
亡
後
ほ
ど
な
く
し
て
成
立
し

た
史
書
で
、『
梁
書
』
の
成
立
を
遡
る
こ
と
約
一
五
〇
年
前
に
編
纂
さ
れ
た
書
物

で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、『
三
国
志
』
な
ど
と
同
様
、『
宋

書
』
や
『
梁
書
』
の
原
本
や
古
写
本
は
す
で
に
失
わ
れ
、
現
存
す
る
最
古
の
テ
キ

ス
ト
は
南
宋
前
期
江
浙
刊
本
で
、
こ
れ
が
明
の
嘉
靖
一
〇
年
（
一
五
三
一
）
前
後

に
南
京
国
子
監
二
十
一
史
に
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
補
修
が
加
え
ら
れ
て
、
南
監
万

暦
二
十
一
史
の
発
足
ま
で
刷
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
二
〇
世
紀
に
張
元
済
が
編
修
し

（
�
）

た
百
衲
本
の
底
本
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
宋
代
に
刊
本
が
出
版
さ
れ
る
に
際
し

て
、
従
来
の
写
本
を
も
と
に
厳
密
な
校
訂
が
施
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
権
威
あ
る
校
訂
と
い
え
ど
も
、
当
時
の
思
想
・
学
説
・
感
覚
な
ど
に
影
響
さ

（
�
）

れ
た
た
め
、
原
著
の
字
句
が
写
本
と
と
も
に
失
わ
れ
た
例
は
少
な
く
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
南
宋
刊
本
で
は
す
で
に
失
わ
れ
た
正
し
い
字
句
が
、
宋
代
以
前
に
書
写

さ
れ
た
書
物
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
ま
あ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
晋
の
陳
寿
（
二
三
三
〜
九
七
）
が
三
世
紀
末
に
編
纂
し
た
『
三
国

志
』
の
『
魏
志
』
倭
人
伝
の
場
合
、
最
古
の
善
本
と
い
わ
れ
る
南
宋
刊
本
は
「
一

大
国
」「
邪
馬
壹
国
」「
景
初
二
年
六
月
」
な
ど
と
作
る
が
、『
梁
書
』
倭
伝
に
は

「
一
支
国
」「
邪
馬
臺
国
」「
景
初
三
年
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
神
功
摂
政
三
九

年
条
所
引
の
「
魏
志
」
に
も
「
一
支
国
」「
邪
馬
臺
国
」「
景
初
三
年
六
月
」
と
あ

る
。
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
『
梁
書
』
や
『
日
本
書

（
�
）

紀
』
の
方
に
正
し
い
字
句
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
原
著
の
編
纂
年

代
が
よ
り
古
く
と
も
、
南
宋
刊
本
の
『
魏
志
』
倭
人
伝
に
は
誤
り
が
存
在
す
る
こ

と
を
認
め
な
い
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
、『
宋
書
』
の
「
珍
」
よ
り

も
『
梁
書
』
の
「
彌
」
の
方
が
正
し
い
場
合
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。「

彌
」
と
「
珍
」
が
紛
れ
や
す
い
文
字
で
あ
る
こ
と
は
、
湯
浅
幸
孫
が
指
摘
し

（
�
）

て
い
る
。
湯
浅
に
よ
る
と
、
俗
字
で
は
珍
を
珎
と
書
き
、
彌
を
弥
と
書
く
か
ら
、

珍
と
彌
と
は
誤
り
や
す
い
文
字
で
あ
り
、
そ
の
実
例
と
し
て
、
次
の
二
例
が
あ
る

と
い
う
。

㋐
『
南
史
』
天
竺
迦
�
黎
国
伝
に
「
宋
明
帝
泰
始
二
年
、
又
遣
レ

使
貢
献
、
以
二

其

使
主
竺
扶
大
・
竺
阿
珍
一

、
並
為
二

建
威
将
軍
一

」
と
あ
る
「
竺
阿
珍
」
を
、『
宋

書
』
天
竺
迦
�
黎
国
伝
は
「
竺
阿
彌
」
に
作
っ
て
い
る
。

㋑
『
周
書
』
陸
騰
伝
の
「
陸
彌
」
を
、『
北
史
』
陸
挨
伝
で
は
「
陸
珍
」
と
し
て

い
る
。

中
国
人
の
場
合
は
、
字
が
分
か
る
か
、
ま
た
は
兄
弟
の
名
が
分
か
る
と
、
正
し

い
字
句
は
だ
い
た
い
推
定
で
き
る
が
、
陸
彌
と
陸
珍
の
場
合
は
そ
れ
も
判
明
せ

ず
、
い
ず
れ
と
も
決
め
か
ね
る
し
、
い
わ
ん
や
倭
王
や
天
竺
か
ら
の
使
者
に
つ
い

て
、
正
し
い
の
が
「
彌
」
な
の
か
「
珍
」
な
の
か
は
決
め
て
が
あ
る
ま
い
、
と
い

う
の
が
湯
浅
の
結
論
で
あ
る
。

湯
浅
の
指
摘
は
、「
珍
」
と
「
彌
」
と
は
誤
り
や
す
い
文
字
で
あ
り
、
本
来
の

倭
王
の
名
で
あ
る
「
珍
」
が
「
彌
」
に
な
っ
た
と
も
、
本
来
の
「
彌
」
が
「
珍
」

に
な
っ
た
と
も
、
い
ず
れ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ

る
。
原
著
の
編
纂
年
代
が
古
い
か
ら
と
い
っ
て
、『
宋
書
』
に
み
え
る
「
倭
王
珍
」

を
過
度
に
信
用
し
、『
梁
書
』
の
「
倭
王
彌
」
を
不
当
に
排
除
す
る
と
い
う
の
は
、

正
し
い
史
料
解
釈
の
態
度
で
は
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
「
珍
」
が
正
し
い
の
か

― ３ ―



「
彌
」
が
正
し
い
の
か
、
そ
の
確
率
は
五
分
五
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。

（
２
）
百
済
「
腆
支
王
」
の
表
記

そ
こ
で
次
に
、
中
国
史
料
に
お
け
る
王
名
表
記
の
正
確
性
を
確
認
す
る
た
め

に
、
百
済
の
腆
支
王
の
表
記
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。『
三
国
史
記
』
百
済

本
紀
、
腆
支
王
即
位
紀
に
は
、

腆
支
王
〈
或
云
二

直
支
一

〉、
梁
書
、
名
レ

映
、
阿
萃
之
元
子
、

と
あ
り
、
腆
支
王
は
直
支
王
と
も
い
う
が
、『
梁
書
』
に
は
「
映
」
と
書
か
れ
て

い
る
と
い
う
。『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
、
腆
支
王
は
阿
萃
王
没
後
の
四
〇
五
年

に
倭
国
か
ら
戻
っ
て
即
位
し
、
そ
の
一
六
年
（
四
二
〇
）
に
薨
じ
た
。

こ
の
腆
支
王
は
、
中
華
書
局
本
の
『
宋
書
』『
梁
書
』『
南
史
』
の
各
百
済
伝
で

は
「
餘
映
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
百
衲
本
の
『
梁
書
』
は
日
偏
を
目
偏

に
変
え
て
「
餘
�
」
と
書
き
、
こ
れ
以
外
の
文
献
で
も
、
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ

て
い
る
。

�ⅰ
「
其
王
餘
腆
」（『
梁
職
貢
図
』
百
済
条
）

（
�
）

�ⅱ
「
百
済
王
夫
餘
腆
」（『
清
張
庚
諸
蕃
職
貢
図
巻
』
百
済
条
）

�ⅲ
「
百
済
王
夫
餘
腆
〈
陀
典
反
〉」（『
通
典
』
巻
一
八
五
、
辺
防
一
、
百
済
条
）

�ⅳ
「
百
済
王
夫
餘
腆
」「
餘
映
」（『
文
献
通
考
』
巻
三
二
六
、
四
裔
考
三
、
百
済
条
）

�ⅴ
「
百
済
王
餘
�
」（
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
巻
三
〇
、
百
済
条

�ⅰ
『
梁
職
貢
図
』
は
「
其
王
餘
腆
」、
�ⅱ
『
清
張
庚
諸
蕃
職
貢
図
巻
』、
�ⅲ
『
通

典
』
お
よ
び
�ⅳ
『
文
献
通
考
』
の
一
ヵ
所
は
、
い
ず
れ
も
「
百
済
王
夫
餘
腆
」
と

書
い
て
お
り
、
百
済
の
腆
支
王
の
こ
と
を
「（
夫
）
餘
腆
」
と
称
し
て
い
る
。「
腆

支
王
」
の
こ
と
を
「
腆
」
と
表
記
す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、
中
華
書
局

本
の
『
宋
書
』『
梁
書
』『
南
史
』
に
み
え
た
「
映
」
は
「
腆
」
の
誤
写
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
百
衲
本
『
梁
書
』
の
「
�
」
は
目
偏
に
し
た
分
だ
け
誤
り
は
少
な

く
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
の
「
�
」
は
日
偏
で
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
正
解
の

「
腆
」
に
近
い
文
字
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
事
実
は
、
南
宋
刊
本
以
降
の
『
宋
書
』『
南
史
』
よ
り
も
、『
梁
職
貢

図
』『
通
典
』『
文
献
通
考
』
な
ど
の
方
に
、
本
来
の
字
句
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
原
著
の
編
纂
年
代
が
古
い
か
ら
と
い
っ

て
、『
宋
書
』
の
記
載
の
み
を
過
度
に
信
用
す
る
の
で
は
な
く
、
後
世
の
類
書
を

も
含
め
て
、
広
く
各
種
の
文
献
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
、
本
来
の
字
句
を
復
原

す
る
た
め
に
は
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
前
田
直
典
は
『
宋
書
』
に
み
え
る
倭
王
「
珍
」
を
、
明
版

の
『
文
献
通
考
』
が
一
ヵ
所
で
「
�
」
と
作
り
、『
冊
府
元
亀
』
が
「
�
」
と
作

り
、『
太
平
御
覧
』
所
引
の
「
南
史
」
が
「
珎
」
と
作
り
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』

新
羅
条
所
引
の
「
括
地
志
」
が
「
弥
」
と
作
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
古
く

は
『
宋
書
』
に
も
倭
王
「
彌
」
と
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
私
が
実
見
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
明
嘉
靖
三
年
序
刊
本
『
文
献
通
考
』
や
宮
内
庁

書
陵
部
所
蔵
の
明
成
化
・
弘
治
後
刷
本
『
文
献
通
考
』
は
一
ヵ
所
を
「
�
」
と
作

り
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
明
崇
禎
一
五
年
序
刊
本
『
冊
府
元
亀
』
は
「
�
」
と

作
っ
て
い
た
。

『
文
献
通
考
』
な
ど
後
世
の
類
書
の
記
載
を
参
照
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
な
意

見
も
あ
る
が
、「
百
済
王
餘
腆
」
の
表
記
を
め
ぐ
る
検
討
か
ら
判
明
し
た
よ
う
に
、

『
翰
苑
』
や
『
文
献
通
考
』
な
ど
に
は
よ
り
正
確
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
場
合

が
あ
っ
た
。
倭
王
珍
の
「
珍
」
字
に
つ
い
て
も
、『
文
献
通
考
』
な
ど
に
は
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
書
体
で
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
含
め
て
総
合
的
に
考
え
る

― ４ ―



倭

那 済

国 羅

必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
３
）
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
は
悪
本
か

前
述
し
た
よ
う
に
、
橋
本
増
吉
は
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
新
羅
条
の
「
括
地
志
」

に
引
か
れ
た
「
宋
書
」
は
、
三
六
字
の
引
用
中
に
誤
字
が
一
四
字
、
脱
字
が
一
字

あ
る
よ
う
に
、
全
般
に
誤
字
に
満
ち
た
悪
本
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
み
え
る
「
倭

王
弥
」
も
誤
字
の
一
つ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
そ
こ
で
以
下
に
、
こ

の
橋
本
の
指
摘
が
正
し
い
の
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
い
。

問
題
の
「
括
地
志
」
所
引
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
橋
本
は
写
本
に
近
い
字
体

で
文
字
を
起
こ
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
常
用
漢
字
で
表
記
す
る
。
詳
し
く
は
図

１
の
Ａ
を
参
照
）。

○
○

○

○

○

○

○

○

○

�
地
志
云
、
案
守
書
、
元
嘉
中
、
倭
王
弥
自
稱
使
特
節
都
督
・
倭
・
百
済
・

○

○

○

○

○

新
羅
・
任
那
・
秦
△
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
、
云
々
、

○
を
付
し
た
一
四
字
が
橋
本
の
い
う
誤
字
（
う
ち
一
字
は
脱
字
）
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
明
ら
か
に
誤
字
と
い
え
る
の
は
「
守
」「
特
」
の
二
字
ぐ
ら
い
で
、「
秦

韓
・
慕
韓
」
を
「
秦
・
慕
韓
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、「
韓
」
字
が
重
な
る
た
め

に
、
一
字
を
省
略
し
た
も
の
と
も
み
な
せ
よ
う
。
湯
浅
幸
孫
は
『
翰
苑
校
釈
』
の

釈
文
の
な
か
で
、「
守
」
と
「
弥
」
を
誤
字
と
し
、「
秦
」
の
あ
と
に
「
韓
」
字
を

（
�
）

補
っ
て
い
る
。「
弥
」
を
誤
字
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
が
、
橋
本
が
誤
字
と
み

た
字
の
ほ
と
ん
ど
を
湯
浅
は
問
題
と
し
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

湯
浅
に
よ
る
と
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
に
は
俗
字
が
多
く
使
わ
れ
て
お
り
、
漢

（
�
）

籍
一
般
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
音
・
同
声
の
字
は
通
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

橋
本
は
の
ち
の
正
字
と
比
べ
て
字
体
の
異
な
る
も
の
を
誤
字
と
判
定
し
た
よ
う
で

あ
る
が
、「
済
」「
羅
」「
那
」「
韓
」「
国
」
な
ど
は
、『
翰
苑
』
巻
首
部
の
目
録
を

含
め
て
す
べ
て
が
こ
の
字
体
で
表
さ
れ
て
お
り
、「
�
地
志
」
に
つ
い
て
も
、『
翰

苑
』
の
な
か
で
は
い
ず
れ
も
こ
の
字
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
い
ず
れ
も

誤
字
と
み
る
と
、『
翰
苑
』
は
百
済
・
新
羅
・
任
那
な
ど
の
国
名
を
す
べ
て
誤
記

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
当
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

「
�
」
と
「
括
」
は
同
音
・
同
声
の
字
で
あ
る
た
め
通
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
�
）

ま
た
、
図
１
の
Ｂ
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
空
海
の
『
篆
隷
万
象
名
義
』
を
み
る
と
、

橋
本
が
誤
字
と
す
る
字
体
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
多
く
載
せ
ら
れ
て
お
り
（
倭
・
済

図
１

Ａ
『
翰
苑
』
新
羅
条
所
引
「
括
地
志
」

Ｂ

空
海
『
篆
隷
万
象
名
義
』

Ｃ

岩
崎
文
庫
本
『
日
本
書
紀
』
巻
二
二
、
巻
二
四

― ５ ―



・
羅
・
那
・
国
な
ど
）、『
翰
苑
』
中
に
は
俗
字
を
含
め
て
唐
代
の
字
体
が
よ
く
残

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
寛
平
・
延
喜
の
頃
の
書
写
と
い
わ
れ
る
岩
崎
本
『
日
本

書
紀
』
巻
二
二
、
巻
二
四
に
お
い
て
も
、
羅
・
那
・
韓
な
ど
の
文
字
は
、『
翰
苑
』

と
同
様
の
字
体
で
記
さ
れ
て
お
り
（
図
１
の
Ｃ
）、
こ
れ
ら
は
平
安
前
期
に
遡
る

古
い
字
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
橋
本
が
誤
字
と
み
な
し
た
文
字
の
ほ
と
ん

ど
は
誤
字
で
は
な
く
、
俗
字
も
し
く
は
古
い
字
体
で
書
か
れ
た
文
字
で
あ
っ
た
に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
を
誤
字
の
多
い
悪
本
と
し
た
橋

本
の
評
価
は
き
わ
め
て
不
当
な
も
の
で
あ
る
。

西
高
辻
本
『
翰
苑
』
を
い
ち
早
く
学
界
に
紹
介
し
た
内
藤
湖
南
は
、『
隋
書
』

『
北
史
』
の
倭
国
伝
が
太
子
の
こ
と
を
「
利
歌
彌
多
弗
利
」
と
書
き
、『
魏
志
』
倭

人
伝
が
卑
弥
呼
の
宗
女
を
「
壹
與
」
と
書
く
文
字
を
、『
翰
苑
』
が
正
し
く
「
和

歌
彌
多
弗
利
」、「
臺
與
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、「
凡
そ
此
書
の
佳
処
、

尚
ほ
多
く
し
て
挙
ぐ
る
に
勝
へ
ざ
る
程
」
で
あ
り
、「
小
疵
に
よ
り
て
横
に
詆
呵

を
加
ふ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
見
は
す
の
み
」
と
述
べ
て
、
そ
の
論
考
を
結
ん
で

（
�
）

い
る
。
橋
本
増
吉
の
『
翰
苑
』
悪
本
説
は
ま
さ
に
「
小
疵
」
に
よ
っ
て
不
当
な

「
詆
呵
」
を
加
え
た
も
の
で
、『
翰
苑
』
の
価
値
を
正
確
に
言
い
表
し
た
も
の
と
は

い
え
な
い
。『
翰
苑
』
の
も
つ
重
要
性
は
改
め
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
翰
苑
』
一
巻
は
太
宰
府
天
満
宮
の
宮
司
西
高
辻
家
に
伝
来
し
た
天
下
の
孤
本

〔
卅
カ
〕

で
、
巻
首
に
は
「
翰
苑
巻
第
□

張
楚
金
撰

雍
公
叡
注
」
と
あ
り
、
巻
尾
の
後

叙
に
は
唐
の
顕
慶
五
年
（
六
六
〇
）
三
月
癸
丑
に
并
州
太
原
県
の
廉
平
里
に
お
い

て
著
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
巻
数
を
示
す
文
字
は
摩
滅
し
て
読
め
な
い

が
、
巻
尾
に
後
叙
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
最
終
巻
の
巻
第
卅
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ

（
�
）

れ
て
い
る
。

『
旧
唐
書
』
巻
一
八
七
上
、
忠
義
伝
上
、
張
道
源
伝
に
は
、
族
子
の
楚
金
が

「
翰
苑
三
十
巻
」
を
著
し
た
と
み
え
、『
新
唐
書
』
芸
文
志
の
丙
部
類
書
類
に
は

「
張
楚
金
翰
苑
七
巻
」、
丁
部
惣
集
部
に
は
「
張
楚
金
翰
苑
三
十
巻
」
と
あ
る
。

『
宋
史
』
芸
文
志
六
、
子
類
類
事
類
に
は
「
雍
公
叡
注
、
張
楚
金
翰
苑
十
一
巻
」

と
あ
る
の
で
、『
翰
苑
』
は
張
楚
金
の
撰
で
、
も
と
も
と
三
〇
巻
あ
り
、
雍
公
叡

（
�
）

の
付
注
本
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
雍
公
叡
を
宋
代
の
人
と
み
る
意
見
も
あ
る

（
�
）

が
、
高
宗
の
皇
弟
李
慎
の
皇
子
李
叡
を
さ
す
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
李
叡
な
ら
ば

張
楚
金
と
同
時
代
の
人
で
あ
る
。
西
高
辻
本
『
翰
苑
』
は
ま
さ
に
こ
の
雍
公
叡
が

注
を
加
え
た
三
〇
巻
本
『
翰
苑
』
で
あ
り
、
最
終
巻
た
る
巻
三
〇
の
一
巻
が
日
本

に
伝
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

藤
原
佐
世
が
撰
し
た
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
の
雑
家
に
は
、

翰
苑
卅
巻
〈
張
楚
金
撰
〉

と
あ
る
の
で
、
三
〇
巻
本
の
『
翰
苑
』
が
平
安
時
代
の
日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
目
録
は
当
時
の
日
本
に
存
在
し
て
い
た
漢
籍
を
書
き
上
げ
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
「
正
五
位
下
行
陸
奥
守
兼
上
野
権
介
藤
原
朝
臣
佐

世
、
奉
勅
撰
」
と
あ
る
の
で
、
藤
原
佐
世
が
陸
奥
守
と
な
っ
た
寛
平
三
年
（
八
九

一
）
以
後
、
右
大
弁
と
な
る
同
九
年
（
八
九
七
）
以
前
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
考

（
�
）

え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
九
世
紀
末
ま
で
に
は
三
〇
巻
本
の
『
翰
苑
』
が
日
本
に

伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

西
高
辻
本
『
翰
苑
』
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
、
内
藤
湖
南
は
貞
観
・
元
慶
を
下

（
�
）

（
�
）

ら
な
い
と
し
、
和
田
英
松
は
鎌
倉
時
代
以
前
の
古
写
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
平
安
時
代
の
古
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
巻
三
〇
の
一
巻

が
伝
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
前
期
に
存
在
し
た
三
〇
巻
本
『
翰
苑
』
の
本

文
を
伝
え
る
貴
重
な
古
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。『
宋
書
』
や
『
梁
書
』
の

現
存
す
る
最
古
の
テ
キ
ス
ト
は
一
二
世
紀
後
半
に
下
る
南
宋
刊
本
な
の
で
、
西
高

― ６ ―



辻
本
『
翰
苑
』
は
そ
れ
を
遡
る
貴
重
な
古
写
本
と
し
て
重
視
さ
る
べ
き
な
の
で
あ

る
。そ

の
『
翰
苑
』
所
引
の
「
括
地
志
」
が
「
宋
書
」
を
引
用
し
て
、「
倭
王
弥
」

と
書
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
、
本
来
の
『
宋
書
』
の
記
載
が
「
倭
王

珍
」
で
は
な
く
、「
倭
王
弥
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

湯
浅
幸
孫
の
い
う
よ
う
に
、『
宋
書
』
の
「
珍
」
と
『
梁
書
』
の
「
彌
」
は
紛
れ

や
す
い
文
字
で
あ
っ
た
が
、
よ
り
古
い
『
宋
書
』
の
記
載
を
伝
え
る
『
翰
苑
』
が

「
倭
王
弥
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
本
来
は
『
宋
書
』『
梁
書
』
と
も
「
倭
王
彌

（
弥
）」
と
表
記
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

三
「
彌
」
の
字
義
と
大
鷦
鷯
・
大
雀
（
オ
ホ
サ
ザ
キ
）

前
田
直
典
は
、
仁
徳
天
皇
の
名
で
あ
る
オ
オ
ホ
サ
ザ
キ
の
「
オ
ホ
」
を
、
こ
れ

に
似
た
意
味
を
も
つ
「
彌
」
に
漢
訳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
論
じ
た
。
前
田
が
簡

単
に
し
か
言
及
し
な
か
っ
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、
や
や
詳
し
く
検
証
す
る
こ
と
に

し
た
い
。

諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
る
と
、「
彌
」
に
は
、
ひ
さ
し
い
、
わ
た
る
、

あ
ま
ね
し
、
と
お
い
、
ふ
か
い
、
お
お
き
い
、
い
よ
い
よ
、
な
ど
の
意
味
が
あ
っ

た
。「
お
お
き
い
」
の
意
味
を
も
つ
用
例
の
出
典
は
、『
玉
篇
』、『
周
易
』
注
、

『
太
玄
経
』
注
の
三
つ
で
あ
る
。

ま
ず
、『
玉
篇
』（『
大
広
益
会
玉
篇
』）
巻
十
七
、
弓
部
に
は
、

彌
亡
支
切
、
大

也
、
偏
也
、

�
同上
、
�
亦
同
上

、

と
あ
り
、「
彌
」
に
は
「
大
」
お
よ
び
「
偏
」
の
意
味
が
あ
り
、「
�
」「
�
」
も

同
意
で
あ
っ
た
と
い
う
。

次
に
、『
周
易
集
解
』
巻
八
、
繋
辞
上
に
は
、

易
與
二

天
地
一

準
、
故
能
彌
二

綸
天
地
之
道
一

、

〔
解
〕
虞
翻
曰
、
準
同
也
、
彌
大
、
綸
絡
、
…
…

と
あ
り
、『
周
易
』
の
経
文
に
注
し
て
、
三
国
時
代
の
呉
の
虞
翻
は
準
は
同
と
、

彌
は
大
と
、
綸
は
絡
と
そ
れ
ぞ
れ
同
意
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
太
玄
経
』
玄
告
の
、

歳
歳
相
盪
而
、
天
地
彌
陶
之
、
謂
二

神
明
不
窮
一

、

と
い
う
本
文
に
対
す
る
注
に
、

盪
猶
二

盪
濯
一

也
、
彌
大
也
、
陶
化
也
、
言
歳
歳
相
盪
濯
、
天
地
大
化
、
万
物

以
生
、
謂
二

之
神
明
一

、
神
而
明
之
、
故
不
窮
也
、

と
あ
り
、「
彌
」
は
「
大
」、「
陶
」
は
「
化
」
の
意
で
、「
天
地
彌
陶
」
と
は
「
天

地
大
化
」
と
同
意
で
あ
る
と
説
く
。

以
上
の
よ
う
に
、『
玉
篇
』、『
周
易
』
注
、『
太
玄
経
』
注
な
ど
で
は
、「
彌
」

は
「
大
」
と
同
意
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
三
国
時
代
に
は
こ
う
し

た
用
例
が
存
在
し
て
い
た
。

彌
に
大
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
古
文
献
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。『
日
本
書
紀
』
神
代
紀
下
（
海
宮
遊
幸
）
第
四
の
一
書
に
は
、
海
宮
に
至

っ
た
天
孫
（
火
折
尊
）
を
見
た
豊
玉
姫
の
侍
者
が
、
海
宮
の
王
で
あ
る
海
神
に
告

げ
て
、吾

、
我
が
王
を
独
り
能
く
絶
麗
し
と
謂
ひ
き
。
今
一
の
客
有
り
。
彌
復
遠
勝

れ
り
。

と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
こ
に
み
え
る
「
彌
復
遠
勝
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
古
写
本

に
お
い
て
、

オ
ホ
ク
マ
サ
レ
リ
（
吉
田
兼
方
自
筆
本
）

― ７ ―



オ
ホ
ク
マ
サ
リ
マ
ツ
レ
リ
（
吉
田
兼
夏
自
筆
本
）

な
ど
と
訓
読
さ
れ
て
い
る
。
彌
に
「
と
お
い
」「
お
お
き
い
」
の
意
味
が
あ
る
こ

と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、「
彌
復
遠
勝
」
は
「
オ
ホ
キ
ク
、
マ
タ
、
ト
ホ

ク
、
マ
サ
レ
リ
」
の
意
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
漢
字
の
古
訓
を
豊
富
に
載
せ
る
永
正
本
『
字
鏡
抄
』
は
、「
�
（
彌
）」

の
古
訓
と
し
て
、

ヒ
ト
ヘ
ニ
、
ア
カ
シ
、
ア
マ
ネ
、
フ
カ
シ
、
イ
ヨ
イ
ヨ
、
ヒ
サ
シ
、
オ
ホ
キ

ナ
リ
、

（
�
）

な
ど
を
掲
げ
て
お
り
、
白
河
本
『
字
鏡
集
』
に
も
、「
�
（
彌
）」
の
古
訓
と
し

て
、

ア
カ
シ
、
ヲ
ホ
キ
ナ
リ
、
ア
ヤ
シ
、
フ
カ
シ
、
ヒ
ト
エ
ニ
、
イ
ヨ
イ
ヨ
、
ア

マ
ネ
シ
、

（
�
）

な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
文
献
に
お
い
て
、「
彌
」
字

は
「
オ
ホ
キ
」「
オ
ホ
キ
ナ
リ
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
中
国
に
お
け
る

「
彌
」＝

「
大
」
の
用
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
前
田
直
典
の
い

う
よ
う
に
、「
彌
」
字
に
は
「
大
」
と
同
様
の
意
味
が
あ
っ
た
と
み
て
問
題
な
い

で
あ
ろ
う
。

仁
徳
天
皇
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
大
鷦
鷯
尊
」、『
古
事
記
』
で
は
「
大
雀

命
」
と
書
か
れ
、「
大
」
と
い
う
字
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
「
大
鷦
鷯
」「
大
雀
」

に
含
ま
れ
る
「
大
」
を
同
義
の
漢
字
「
彌
」
で
表
し
、
仁
徳
天
皇
を
示
す
倭
王
の

対
外
的
名
辞
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
彌
」
を
「
大
」

と
同
義
と
み
た
前
田
説
は
妥
当
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
由
に
倭
王
彌
を
仁
徳
天
皇
に

比
定
す
る
前
田
説
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

四

彌
（
仁
徳
）
は
讃
（
応
神
）
の
子
か
弟
か

讃
が
応
神
天
皇
、
彌
が
仁
徳
天
皇
で
あ
る
と
す
る
と
、『
宋
書
』『
梁
書
』
と
も

讃
（
賛
）
の
死
後
に
弟
の
彌
（
珍
）
が
立
っ
た
と
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問
題

と
な
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
大
鷦
鷯
尊
（
仁
徳
）
は
応
神
の
第
四
子
、
母
は
五

百
城
入
彦
皇
子
の
孫
仲
姫
命
で
あ
っ
た
。『
古
事
記
』
で
は
応
神
が
品
陀
真
若
王

の
女
中
日
売
命
を
娶
っ
て
生
ん
だ
御
子
が
大
雀
命
（
仁
徳
）
で
あ
っ
た
と
す
る
。

日
本
側
の
所
伝
で
は
仁
徳
は
応
神
の
子
で
あ
り
、
彌
（
仁
徳
）
は
讃
（
応
神
）
の

弟
で
あ
る
と
す
る
『
宋
書
』『
梁
書
』
の
所
伝
と
は
一
致
し
な
い
。

た
だ
し
、『
通
典
』
倭
条
に
は
、

宋
武
帝
永
初
二
年
、
倭
王
讃
修
二

貢
職
一

、
至
二

曾
孫
武
一

、
順
帝
昇
明
二
年
、

遣
レ

使
上
表
曰
、
封
国
偏
遠
、
作
二

蕃
於
外
一

、
…
…

（
�
）

と
あ
り
、
倭
王
武
は
讃
の
曾
孫
に
あ
た
る
と
す
る
。
日
本
側
の
所
伝
で
は
、
た
し

か
に
讃
（
応
神
）
と
雄
略
（
武
）
は
曾
祖
父
と
曾
孫
の
関
係
に
あ
る
（
系
図
１
参

照
）。
こ
こ
で
は
中
国
側
の
所
伝
は
日
本
側
の
所
伝
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

倭
王
讃
（
応
神
）
か
ら
彌
（
仁
徳
）
へ
の
王
位
継
承
後
に
、
倭
国
か
ら
宋
に
伝

え
ら
れ
た
情
報
が
、
讃
の
死
後
に
「
弟
」
の
彌
が
立
っ
た
よ
う
に
誤
り
伝
え
ら
れ

た
か
、
宋
側
が
そ
の
よ
う
に
誤
解
し
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
想
定
で
き
る
。

系
図
１

記
紀
の
天
皇
系
譜

応
神
│
│
仁
徳
│
┤
│
履
中

─┬
│
反
正

─┌
│
允
恭
│
┤
│
安
康

─┌
│
雄
略
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『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
応
神
没
後
に
そ
の
子
で
太
子
の
莵
道
稚
郎
子
（
弟
）

と
大
鷦
鷯
尊
（
兄
）
が
皇
位
を
譲
り
合
う
な
か
、
お
そ
ら
く
二
人
の
兄
に
あ
た
る

大
山
守
皇
子
が
帝
位
に
つ
か
ん
と
し
て
二
人
と
争
っ
た
と
い
う
。
仁
徳
即
位
ま
で

に
三
年
の
空
位
期
間
が
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
兄
弟
に
よ
る
王
位
争
奪
戦
が
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
応
神
没
後
に
兄
と
の
争
い
を
へ
て
弟
の
仁
徳
が
立
っ
た

こ
と
が
、
何
ら
か
の
事
情
か
ら
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
倭
王
武
が
宋
に
上
表
文
を
送
っ
た
際
に
は
、
日
本
側
の
王
統
譜
通
り
に
、
武

（
雄
略
）
は
讃
（
応
神
）
の
曾
孫
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
武
が
そ

の
よ
う
に
名
乗
っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
。

父
子
関
係
に
あ
る
讃
（
応
神
）
と
彌
（
仁
徳
）
を
、
中
国
側
の
史
料
が
兄
弟
関

係
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
前
田
直
典
は
中
国
側
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
述
べ
て
い
る
。『
新
唐
書
』
日
本
伝
が
、

孝
徳
死
、
其
子
天
豊
財
立
、
死
、
子
天
智
立
、
…
…
天
智
死
、
子
天
武
立
、

〔
持
統
〕

死
、
子
總
持
立
、

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
側
が
伝
え
る
倭
王
の
王
位
継
承
に
関
す
る
続
柄
は

（
�
）

き
わ
め
て
不
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
。
田
中
俊
明
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
王

朝
で
は
、
外
国
王
の
継
承
に
つ
い
て
特
に
情
報
が
な
け
れ
ば
、
父
子
継
承
が
普
通

で
あ
る
と
み
な
す
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倭
王
彌
（
仁
徳
）
を
讃
（
応

神
）
の
弟
と
す
る
『
宋
書
』『
梁
書
』
の
記
載
も
た
ん
な
る
誤
り
で
あ
る
可
能
性

も
あ
る
が
、
本
来
の
父
子
関
係
を
兄
弟
関
係
と
誤
っ
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
よ

う
な
特
別
の
事
情
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

国
王
の
出
自
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
複
数
の
出
自
が
伝
え
ら
れ
る

例
は
、
百
済
王
や
新
羅
王
の
場
合
に
も
み
う
け
ら
れ
る
。
安
本
美
典
は
、
百
済
の

武
寧
王
を
『
三
国
史
記
』
は
東
城
王
の
子
と
す
る
の
に
、『
日
本
書
紀
』
は
東
城

王
の
異
母
弟
と
伝
え
、
新
羅
の
武
烈
王
（
金
春
秋
）
は
真
智
王
の
孫
（
子
？
）
で

あ
る
の
に
、『
旧
唐
書
』
が
真
徳
王
の
弟
と
誤
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
、
系

譜
記
事
に
つ
い
て
は
、
中
国
文
献
も
日
本
文
献
も
と
も
に
伝
え
誤
り
を
含
む
可
能

（
�
）

性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
田
中
俊
明
は
、
百
済
の
文
周
王
の
出
自
に
二
説
あ
り
、
武
寧
王
の
出
自
に

（
�
）

い
た
っ
て
は
三
説
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

文
周
王
（
汶
洲
王
）

㊀
蓋
鹵
王
の
子
（『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
）

㊁
蓋
鹵
王
の
「
母
弟
」（『
日
本
書
紀
』
雄
略
二
一
年
条
）

武
寧
王

㊀
牟
大
王
（
東
城
王
）
の
第
二
子
（『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
）

㊁
蓋
鹵
王
が
妊
娠
し
た
妃
を
軍
君
（
昆
支
）
に
与
え
て
倭
国
に
送
り
、
倭
国
で

武
寧
王
が
生
ま
れ
た
の
で
、
実
は
蓋
鹵
王
の
子
（『
日
本
書
紀
』
雄
略
五
年

四
月
条
）

㊂
琨
支
王
子
の
子
（『
日
本
書
紀
』
武
烈
四
年
是
歳
条
所
引
「
百
済
新
撰
」）

田
中
に
よ
る
と
、
四
七
五
年
に
高
句
麗
が
百
済
の
漢
城
を
陥
落
さ
せ
た
際
に
、

蓋
鹵
王
と
大
后
・
王
子
ら
は
み
な
没
し
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
残
っ
た
の
は
、
倭
国

に
滞
在
し
て
い
た
昆
支
の
み
で
あ
っ
た
。
蓋
鹵
王
の
「
母
弟
」（
母
の
弟
）
で
あ

っ
た
文
周
王
は
、
王
に
な
る
こ
と
を
予
定
さ
れ
た
人
物
で
は
な
か
っ
た
が
、
国
そ

の
も
の
が
滅
亡
の
危
機
に
瀕
し
た
と
き
に
、
再
興
を
は
か
っ
た
人
物
が
文
周
王
で

あ
っ
た
と
い
う
（
系
図
２
参
照
）。「
母
弟
」
を
母
の
弟
と
解
す
る
の
は
疑
問
で
、

同
母
弟
と
み
て
、
文
周
王
は
蓋
鹵
王
の
弟
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
が

（
系
図
３
参
照
）、
い
ず
れ
に
し
て
も
田
中
説
に
よ
る
と
、
四
七
五
年
に
百
済
が
滅

亡
の
危
機
に
瀕
し
、
蓋
鹵
王
以
下
の
王
族
が
壊
滅
し
た
こ
と
が
、
文
周
王
や
武
寧
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王
の
出
自
に
複
数
の
所
伝
が
生
じ
た
理
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

田
中
は
さ
ら
に
、
百
済
王
の
牟
都
（
文
周
王
）
と
牟
大
（
東
城
王
）
の
続
柄
に

つ
い
て
も
、
次
の
二
説
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

㊀
牟
都
と
牟
大
は
祖
父
と
孫
の
関
係
（『
南
斉
書
』
百
済
伝
、『
冊
府
元
亀
』
外

臣
部
八
、
封
冊
一
）

㊁
牟
都
と
牟
大
は
父
と
子
の
関
係
（『
南
史
』
百
済
伝
、『
梁
書
』
百
済
伝
）

こ
の
う
ち
㊀
の
祖
父
│
孫
説
は
『
南
斉
書
』
の
制
詔
中
に
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
も
っ
と
も
史
料
的
価
値
が
高
く
、
牟
都
（
文
周
王
）
は
牟
大
（
東
城
王
）
の

祖
父
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
、
田
中
は
指
摘
す
る
。
東
城
王
は
『
三
国
史
記
』
で

は
「
文
周
王
の
弟
、
昆
支
の
子
」
と
さ
れ
、『
日
本
書
紀
』
雄
略
二
三
年
条
で
は

昆
支
王
の
第
二
子
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
東
城
王
は
文
周
王
の
甥
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
田
中
は
文
周
王
の
女
を
昆
支
王
が
娶
っ
て
東
城
王
を
生
ん

だ
、
す
な
わ
ち
文
周
王
は
東
城
王
の
外
祖
父
で
も
あ
っ
た
と
み
る
。
た
だ
し
、
東

城
王
は
文
周
王
の
後
継
者
と
し
て
即
位
し
た
た
め
、
文
周
王
の
子
と
い
う
所
伝
も

生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
文
周
王
と
東
城
王
の
続
柄
に
つ
い
て
は
、
私
も
こ
の

考
え
方
を
支
持
し
た
い
。

以
上
、
百
済
の
蓋
鹵
王
が
没
し
た
の
ち
の
、
文
周
王
（
│
三
斤
王
）
│
東
城
王

│
武
寧
王
と
い
う
王
位
継
承
に
つ
い
て
は
、
そ
の
続
柄
の
記
載
に
い
く
つ
か
の
混

乱
が
み
ら
れ
る
が
、
婚
姻
関
係
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
原
因
の
ほ

か
、
実
際
に
は
文
周
王
（
牟
都
）
の
外
孫
で
あ
っ
た
東
城
王
（
牟
大
）
を
子
と
記

す
場
合
の
よ
う
に
、
王
位
継
承
の
正
統
性
を
強
調
す
る
と
い
う
点
が
こ
れ
に
加
味

さ
れ
て
、
複
数
の
所
伝
が
発
生
す
る
に
い
た
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
安
本
美
典
が
紹
介
し
た
新
羅
の
武
烈
王
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

『
旧
唐
書
』
新
羅
伝
に
は
、

（
貞
観
）
二
十
一
年
、
善
徳
卒
、
…
…
因
立
二

其�

妹�

真
徳
為
王
一

、
二
十
二
年
、

真
徳
遣
二

其�

弟�

国
相
伊
賛
干
金
春
秋
、
及
其
子
文
王
一

、
来
朝
、

と
あ
り
、
善
徳
王
の
妹
が
真
徳
王
、
真
徳
王
の
弟
が
金
春
秋
（
の
ち
の
武
烈
王
）

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
に
よ
る
と
、
善
徳
王
と
真

徳
王
と
は
従
姉
妹
の
関
係
、
真
徳
王
と
金
春
秋
は
再
従
兄
弟
の
関
係
に
な
り
、

『
旧
唐
書
』
の
記
す
系
譜
関
係
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

金
春
秋
は
善
徳
王
と
真
徳
王
の
時
代
に
、
高
句
麗
・
倭
や
唐
に
派
遣
さ
れ
て
外

交
交
渉
を
精
力
的
に
進
め
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
を
正
し
く
王
の
再

系
図
３

百
済
王
系
譜
（
私
案
）

�
有
王

┐
│
│
│
│
│
│
│
蓋
鹵
王

─

‖ ‖

│
││
│
┴

女

─

女

─

‖ ‖

│
│
│
武
寧
王

─┬
│
│
│
│
│
│
│
昆
支

──

‖ ‖

│
│
│
牟
大
王
（
東
城
王
）

─┌
│
文
周
王
│
┤
│
女

─┌
│
│
│
│
│
三
斤
王

系
図
２

百
済
王
系
譜
（
田
中
俊
明
説
）

�
有
王

┐
│
蓋
鹵
王

─

‖ ‖
│
││
│
┴

女

─

┐
│

女

─

‖ ‖

│
│
│
武
寧
王

─

─

─

┌
│
昆
支

──

‖ ‖

│
│
│
牟
大
王
（
東
城
王
）

──

┐
│
女

─

─

┌
│
文
周
王
│
┴─┌

│
三
斤
王

― １０ ―



従
兄
弟
と
称
し
て
唐
に
派
遣
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
真
徳
王
は
善

徳
王
の
妹
の
よ
う
な
立
場
で
即
位
し
、
金
春
秋
は
真
徳
王
の
弟
の
よ
う
な
立
場
で

活
躍
し
た
が
、
新
羅
は
文
字
通
り
王
の
妹
、
王
の
弟
と
し
て
唐
側
に
紹
介
し
た
と

い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
百
済
王
や
新
羅
王
の
系
譜
関
係
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
て
き
た
。
百

済
王
に
関
し
て
は
、
蓋
鹵
王
の
「
母
弟
」
で
あ
っ
た
文
周
王
を
、
一
方
で
蓋
鹵
王

の
子
と
す
る
所
伝
が
あ
り
、
蓋
鹵
王
の
妃
が
生
ん
だ
武
寧
王
を
、
琨
支
王
子
の
子

と
し
た
り
、
東
城
王
の
子
と
し
た
り
す
る
所
伝
や
、
文
周
王
の
孫
で
あ
っ
た
東
城

王
を
、
文
周
王
の
子
と
す
る
所
伝
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
た
。
新
羅
王
に
関
し
て

は
、
善
徳
王
の
従
姉
妹
で
あ
っ
た
真
徳
王
を
、
善
徳
王
の
妹
と
し
た
り
、
真
徳
王

の
父
の
従
兄
弟
で
あ
っ
た
金
春
秋
（
の
ち
の
武
烈
王
）
を
、
真
徳
王
の
弟
と
し
た

り
す
る
所
伝
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
史
料
・
日
本
史
料
・
中
国
史

料
の
間
で
多
く
の
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
系
譜
関
係
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
い
く

つ
か
は
複
雑
な
婚
姻
関
係
に
起
因
す
る
も
の
で
、
二
つ
の
所
伝
を
同
時
に
満
た
す

こ
と
が
可
能
な
も
の
も
あ
る
が
、
文
周
王
と
東
城
王
、
善
徳
王
と
真
徳
王
、
真
徳

王
と
金
春
秋
な
ど
の
系
譜
関
係
は
、
百
済
側
の
王
位
継
承
認
識
や
新
羅
側
の
外
交

的
方
便
な
ど
が
、
誤
認
識
を
生
み
出
し
た
要
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

翻
っ
て
、
倭
王
讃
と
彌
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
讃
が
死
し
て
彌
が
立
っ
た

と
き
に
、
兄
と
の
王
位
争
奪
戦
を
制
し
て
弟
の
仁
徳
が
即
位
し
た
こ
と
が
、
倭
国

側
か
ら
宋
側
に
誤
り
伝
え
ら
れ
た
た
め
に
、
実
際
に
は
讃
（
応
神
）
の
子
で
あ
る

彌
（
仁
徳
）
が
、
弟
で
あ
る
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
唐
が

新
羅
の
金
春
秋
を
真
徳
王
の
弟
と
誤
認
し
た
事
例
を
参
考
に
す
る
と
、
彌
（
仁

徳
）
が
讃
（
応
神
）
の
政
権
に
お
い
て
大
き
な
存
在
感
を
も
っ
て
活
躍
し
て
い
た

こ
と
も
誤
認
理
由
の
一
つ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
倭
王
武
が
讃
の
曾
孫
で
あ
る
こ
と
が
『
通
典
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る

の
で
、
倭
王
武
が
宋
に
遣
使
す
る
頃
に
は
、『
日
本
書
紀
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

王
統
譜
が
出
来
上
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
正
し
く
宋
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
倭
王
讃
と
彌
が
兄
弟
関
係
に
あ
る
と
す
る
『
宋
書
』

『
梁
書
』
の
記
載
は
、
讃
を
応
神
天
皇
、
彌
を
仁
徳
天
皇
に
比
定
す
る
際
の
一
つ

の
障
害
と
な
る
が
、
百
済
王
や
新
羅
王
の
系
譜
関
係
に
関
し
て
も
、
中
国
史
料
に

は
朝
鮮
史
料
・
日
本
史
料
と
矛
盾
す
る
記
載
が
数
多
く
存
在
す
る
。
倭
王
讃
と
彌

を
兄
弟
関
係
と
す
る
誤
解
も
、
そ
う
し
た
種
類
の
誤
伝
と
み
て
お
く
の
が
穏
当
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五

倭
王
彌
（
仁
徳
天
皇
）
の
在
位
年
次

『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
に
よ
る
と
、
応
神
天
皇
は
元
年
庚
寅
（
二
七
〇
）
に
即

位
し
、
そ
の
四
一
年
庚
午
（
三
一
〇
）
に
崩
じ
た
。『
日
本
書
紀
』
紀
年
の
研
究

成
果
に
従
い
、
干
支
二
運
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
る
と
、
応
神
の
治
世
は
三
九
〇
年

か
ら
四
三
〇
年
ま
で
の
四
一
年
間
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
間
の
四
一
三
年
、
四
二
一
年
、
四
二
五
年
、
四
三
〇
年
に
、
讃
（
応

神
）
は
中
国
に
遣
使
し
て
い
る
。

一
方
、『
日
本
書
紀
』
紀
年
で
は
、
仁
徳
天
皇
の
元
年
は
三
一
三
年
癸
酉
、
崩

年
は
三
九
九
年
己
亥
と
さ
れ
て
い
る
。
応
神
の
場
合
は
、
元
年
か
ら
崩
年
ま
で
を

す
べ
て
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
れ
ば
、
実
年
代
を
割
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
仁
徳

の
場
合
は
、『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
を
そ
の
ま
ま
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
る
と
、
元

年
は
四
三
三
年
、
崩
年
は
五
一
九
年
と
な
る
が
、
五
一
九
年
は
継
体
天
皇
の
治
世

で
あ
り
、
こ
の
年
ま
で
仁
徳
が
在
位
し
て
い
た
と
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
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よ
り
も
『
宋
書
』
に
よ
る
と
、
倭
王
珍
（
彌
）
の
あ
と
、
倭
王
済
が
元
嘉
二
〇
年

（
四
四
三
）
に
宋
に
遣
使
し
て
い
る
の
で
、
彌
（
珍
）
の
治
世
は
四
四
三
年
以
前

に
終
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
点
を
も
勘
案
し
、
仁
徳
の
在
位
年
次
を
割
り
出
す
際
に
、
大
い
に
参

（
�
）

考
に
な
る
の
は
、
今
谷
文
雄
の
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

①
『
日
本
書
紀
』
に
は
応
神
二
五
年
（
庚
寅
）
に
百
済
の
久
爾
辛
王
即
位
の
記

事
が
み
え
て
の
ち
は
、
そ
の
死
、
次
の
�
有
王
の
名
、
そ
の
次
の
蓋
鹵
王
の
即

位
の
記
事
な
ど
が
み
え
な
い
。

②

そ
の
後
、
百
済
の
王
代
は
雄
略
紀
か
ら
再
び
現
れ
、
雄
略
五
年
（
辛
丑
）
の

本
文
の
注
に
「
百
済
新
撰
云
、
辛
丑
年
、
蓋
鹵
王
遣
二

弟
琨
支
君
一

、
向
二

大
倭

国
一

」
と
あ
る
。
こ
の
年
は
『
三
国
史
記
』
の
紀
年
で
は
百
済
蓋
鹵
王
の
七
年

（
四
六
一
）
に
あ
た
る
。

③

た
だ
し
、『
宋
書
』
で
は
、
大
明
六
年
（
四
六
二
）
に
倭
国
王
世
子
興
が
遣

使
朝
貢
し
て
い
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』
で
は
倭
王
武＝
雄
略
の
即
位
が
若
干

繰
り
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

④

雄
略
紀
の
終
わ
り
頃
は
王
代
も
彼
我
一
致
し
、
雄
略
の
崩
年
は
橋
本
増
吉
説

に
従
い
四
七
九
年
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、『
日
本
書
紀
』
紀
年
の
延
長
は
、
仁

徳
紀
お
よ
び
そ
れ
以
下
、
雄
略
紀
（
の
前
半
）
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
仁
徳
お
よ
び
そ
れ
以
下
歴
朝
の
時
代
を
順
次
繰
り
上

げ
、
と
く
に
仁
徳
・
允
恭
の
治
世
年
数
を
著
し
く
延
長
し
、
そ
の
末
年
の
正
し

い
雄
略
紀
ま
で
の
間
に
、
一
二
〇
年
の
過
剰
を
調
整
処
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る

（『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
紀
〜
雄
略
紀
は
三
一
三
年
〜
四
七
九
年
の
一
六
八
年
と

な
っ
て
い
る
が
、
実
年
数
は
一
二
〇
年
を
減
じ
た
四
八
年
に
す
ぎ
な
い
）。

⑤

仁
徳
の
八
七
年
と
い
う
治
世
年
数
も
作
為
で
あ
る
。
第
一
に
、
仁
徳
五
八
年

甲
午
に
「
呉
国
・
高
麗
国
、
並
朝
貢
」
と
あ
る
記
事
は
、
実
は
応
神
四
一
年
甲

午
の
記
事
（
阿
知
使
主
帰
国
、
応
神
崩
。
実
年
代
は
四
三
〇
年
）
の
重
複
と
み

ら
れ
る
。
第
二
に
、
仁
徳
六
七
年
己
卯
（
三
七
九→

四
三
九
年
）
に
「
陵
地
を

定
め
」「
始
め
て
陵
を
築
く
」
と
あ
る
の
は
、
実
は
仁
徳
崩
の
史
実
を
潜
め
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
は
こ
の
二
〇
年
後
の
八
七
年
紀
に

仁
徳
の
崩
を
記
す
が
、
こ
の
間
記
事
が
な
い
の
は
、
作
為
の
治
世
年
数
に
よ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仁
徳
崩
の
実
年
代
は
四
三
九
年
己
卯
に
な
る
。

以
上
の
今
谷
説
に
は
説
得
力
が
あ
り
、
と
く
に
仁
徳
五
八
年
甲
午
条
と
応
神
四

一
年
甲
午
条
が
重
複
記
事
で
あ
る
と
す
る
点
と
、
仁
徳
六
七
年
己
卯
条
の
仁
徳
陵

築
造
記
事
が
崩
御
記
事
で
も
あ
る
と
す
る
点
は
卓
見
で
あ
る
と
思
う
。
私
も
こ
れ

に
従
い
た
い
。
と
な
る
と
、
仁
徳
天
皇
の
元
年
は
『
日
本
書
紀
』
紀
年
の
三
一
三

年
癸
酉
を
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
て
四
三
三
年
、
そ
の
崩
年
は
四
三
九
年
と
な
り
、

仁
徳
の
治
世
は
足
か
け
七
年
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
の
元
嘉
一
五
年

（
四
三
八
）
に
倭
王
彌
が
宋
に
遣
使
し
て
官
号
を
贈
ら
れ
た
。
な
お
、
前
田
直
典

も
仁
徳
の
崩
年
を
四
三
九
年
と
み
て
い
る
。

仁
徳
の
治
世
年
数
が
足
か
け
七
年
と
短
い
こ
と
は
、『
日
本
書
紀
』
の
仁
徳
紀

を
見
慣
れ
た
目
に
は
、
や
や
違
和
感
を
覚
え
る
こ
と
で
は
あ
る
。
た
と
え
ば
木
村

武
夫
は
、
前
田
直
典
の
よ
う
に
讃＝

応
神
説
を
と
る
と
、
応
神
の
あ
と
を
う
け
て

即
位
し
た
仁
徳
・
履
中
・
反
正
の
三
天
皇
は
、
四
二
六
〜
四
四
二
年
の
一
六
年
間

に
在
位
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、『
日
本
書
紀
』
に
み
え
る
三
天
皇
の
在
位
期
間

（
八
七
年
・
六
年
・
六
年
）
計
九
九
年
を
、
わ
ず
か
一
六
年
間
に
押
し
込
む
こ
と

（
�
）

が
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
の

紀
年
に
大
幅
な
引
き
延
ば
し
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
引
き
延
ば
し

が
仁
徳
紀
か
ら
雄
略
紀
ま
で
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
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間
に
お
い
て
紀
年
の
短
縮
を
行
わ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
、
仁
徳
の
在
位
年
数

が
大
幅
に
短
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
修
正
紀

年
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
応
神
の
元
年
は
三
九
〇
年
、
そ
の
崩
年
は
四
三
〇
年
で
あ
る

が
、
応
神
の
誕
生
年
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

お
お
ま
か
な
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
応
神
が
か
り
に
二
〇
歳

で
王
位
に
就
い
た
と
す
る
と
、
即
位
四
一
年
後
の
六
一
歳
で
崩
じ
た
こ
と
に
な

る
。
こ
の
間
、
二
〇
歳
前
後
で
仁
徳
を
も
う
け
た
と
し
て
、
応
神
崩
時
に
仁
徳
は

四
〇
歳
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
か
ら
七
年
ほ
ど
の
治
世
と
い
う
の
は

不
自
然
で
は
な
い
。
応
神
の
晩
年
に
は
壮
年
に
達
し
て
い
た
仁
徳
は
長
く
右
腕
と

し
て
応
神
の
補
佐
役
を
務
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
即
位
後
に
宋
に
遣
使

し
た
際
に
、
彌
（
仁
徳
）
が
讃
（
応
神
）
の
弟
と
受
け
取
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
し

た
事
情
も
影
響
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お

わ

り

に

倭
王
讃
を
応
神
天
皇
に
比
定
し
た
前
稿
に
続
い
て
、
本
稿
で
は
倭
王
彌
は
仁
徳

天
皇
に
相
当
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
讃
と
彌
を
そ
れ
ぞ
れ
応
神
と
仁
徳
に
あ

て
る
の
は
、
一
九
四
八
年
に
発
表
さ
れ
た
前
田
直
典
の
創
見
で
あ
る
が
、
私
は
ほ

ぼ
全
面
的
に
こ
れ
を
認
め
た
上
で
、
前
田
説
へ
の
批
判
に
対
し
て
反
論
を
行
い
、

前
田
説
を
補
強
し
う
る
論
点
を
新
た
に
追
加
す
る
よ
う
試
み
た
。
本
稿
の
要
旨
を

ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

一
、
讃
に
次
ぐ
倭
の
五
王
の
名
は
、『
梁
書
』
に
み
え
る
彌
で
は
な
く
、『
宋
書
』

に
み
え
る
珍
を
採
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、『
宋
書
』『
梁
書
』

の
最
古
の
テ
キ
ス
ト
が
南
宋
刊
本
で
あ
る
以
上
、
原
著
の
成
立
年
代
の
古
さ
は

刊
本
の
文
字
の
正
確
性
を
保
証
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
湯
浅
幸
孫
の
い
う

よ
う
に
、
俗
字
で
は
珍
を
珎
、
彌
を
弥
と
書
く
か
ら
、
珍
と
彌
と
は
誤
り
や
す

い
文
字
で
あ
り
、『
南
史
』
と
『
宋
書
』、『
北
史
』
と
『
周
書
』
に
は
実
際
に

珍
と
彌
を
混
用
し
た
人
名
が
み
え
て
い
る
。

二
、
百
済
の
腆
支
王
（
直
支
王
）
の
表
記
に
つ
い
て
は
、『
宋
書
』『
南
史
』
は
餘

映
、
百
衲
本
『
梁
書
』
は
「
餘
�
」
と
す
る
が
、『
梁
職
貢
図
』『
清
張
庚
諸
蕃

職
貢
図
巻
』『
通
典
』
お
よ
び
『
文
献
通
考
』
の
一
ヵ
所
は
正
し
く
「
夫
餘
腆
」

と
書
い
て
い
る
。「
餘
�
」
と
作
る
『
翰
苑
』
は
、「
腆
」
の
月
偏
を
日
偏
に
誤

っ
て
い
る
が
、『
宋
書
』『
南
史
』
よ
り
は
正
し
い
字
体
を
伝
え
て
い
る
。
百
済

の
腆
支
王
の
表
記
か
ら
み
た
場
合
、『
翰
苑
』
は
南
宋
刊
本
以
降
の
『
宋
書
』

よ
り
も
善
本
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
橋
本
増
吉
は
『
翰
苑
』
新
羅
条
所
引
の
「
括
地
志
」
が
誤
字
に
満
ち
た
悪
本

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
そ
こ
に
み
え
る
「
倭
王
弥
」
も
誤
字
で
あ
ろ
う
と
断

じ
た
が
、
橋
本
の
判
定
は
正
字
以
外
を
す
べ
て
誤
字
と
み
た
不
当
な
も
の
で
、

こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。『
翰
苑
』
所
引
「
括
地
志
」
の
文
字
は
一
、

二
の
誤
字
を
含
む
と
は
い
え
、
空
海
の
『
篆
隷
万
象
名
義
』
や
岩
崎
本
『
日
本

書
紀
』
に
み
え
る
字
体
と
も
一
致
し
、
む
し
ろ
唐
代
の
字
体
を
よ
く
写
し
た
正

確
な
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
『
翰
苑
』
に
「
倭
王
弥
」
と
あ
る
こ
と
は
や
は

り
重
要
で
、『
宋
書
』
の
珍
よ
り
も
『
梁
書
』
の
彌
の
方
が
正
し
い
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
。

四
、『
玉
篇
』、『
易
経
』
注
、『
太
玄
経
』
注
な
ど
の
用
例
を
検
索
す
る
と
、「
彌
」

に
は
「
お
お
き
い
」（
お
ほ
き
な
り
）
の
意
味
が
あ
り
、
同
様
の
用
例
は
『
日

本
書
紀
』
神
代
紀
や
『
字
鏡
抄
』
に
も
存
在
す
る
。
仁
徳
天
皇
は
『
日
本
書
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紀
』
で
は
「
大
鷦
鷯
尊
」、『
古
事
記
』
で
は
「
大
雀
命
」
と
書
か
れ
、「
大
」

と
い
う
字
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
「
大
鷦
鷯
」「
大
雀
」
に
含
ま
れ
る
「
大
」

を
同
義
の
漢
字
「
彌
」
で
表
し
、
仁
徳
天
皇
を
示
す
倭
王
の
対
外
的
名
辞
と
し

て
使
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
讃＝

応
神
、
彌＝

仁
徳
と
す
る
と
、
二
人
を
兄
弟
関
係
と
す
る
『
宋
書
』
や

『
梁
書
』
の
記
載
は
、
二
人
を
父
子
関
係
と
す
る
記
紀
の
所
伝
と
は
一
致
し
な

い
。
こ
れ
は
応
神
没
後
に
兄
と
の
王
位
争
奪
戦
を
制
し
て
弟
の
仁
徳
が
即
位
し

た
こ
と
が
誤
り
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、『
通
典
』
に
は
倭
王

武
（
雄
略
）
は
讃
（
応
神
）
の
曾
孫
に
あ
た
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
日

本
側
の
伝
え
る
系
譜
関
係
と
一
致
し
て
い
る
。
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
各
史
料

を
相
互
に
対
比
す
る
と
、
百
済
の
文
周
王
と
東
城
王
の
関
係
、
新
羅
の
真
徳
王

と
金
春
秋
（
の
ち
の
武
烈
王
）
の
関
係
な
ど
、
実
際
の
系
譜
関
係
と
異
な
る
所

伝
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
金
春
秋
の
場
合
の
よ
う
に
、

前
王
の
右
腕
と
し
て
長
く
政
権
を
支
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
、
彌
（
仁
徳
）

が
讃
（
応
神
）
の
弟
と
誤
認
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

六
、『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
を
干
支
二
運
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
、
讃＝
応
神
の
治

世
を
三
九
〇
〜
四
三
〇
年
と
す
る
と
、
仁
徳
の
元
年
も
同
様
に
一
二
〇
年
繰
り

下
げ
、
四
三
三
年
癸
酉
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
仁
徳
の
治
世
は
大
幅
に
引
き

延
ば
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
修
正
す
る
と
、
仁
徳
の
崩
年
は
四
三
九
年
己

卯
と
な
り
、
足
か
け
七
年
が
そ
の
治
世
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。『
日
本
書
紀
』

の
仁
徳
治
世
八
七
年
に
対
し
て
、
実
際
の
治
世
が
七
年
と
い
う
の
は
違
和
感
も

あ
る
が
、
仁
徳
は
父
応
神
の
治
世
四
一
年
間
の
半
ば
近
く
を
右
腕
と
し
て
補
佐

し
、
大
き
な
存
在
感
を
も
っ
て
伝
承
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
の
紀
年
を
大
き
く

延
長
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
仁
徳
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
る
大
阪
府
堺
市
の
大
仙
陵
古
墳
は
、
全
長
約

四
八
六
メ
ー
ト
ル
の
規
模
を
誇
る
巨
大
墳
墓
で
、
応
神
天
皇
陵
に
治
定
さ
れ
る
誉

田
御
廟
山
古
墳
と
並
ぶ
日
本
最
大
級
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
仁
徳
陵
の
築
造
に

（
�
）

は
そ
の
盛
土
運
搬
だ
け
で
四
年
か
か
っ
た
と
さ
れ
、
古
代
技
術
の
復
原
想
定
案
で

（
�
）

は
完
成
ま
で
に
一
五
年
余
り
を
要
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
仁
徳
陵
は

仁
徳
の
生
前
か
ら
築
造
を
開
始
し
た
寿
陵
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
根
拠
の

一
つ
に
、『
日
本
書
紀
』
仁
徳
六
七
年
条
の
「
陵
地
を
定
め
」「
始
め
て
陵
を
築

（
�
）

く
」
と
い
う
記
事
が
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
支
持
し
た
今
谷
文
雄
説
に
よ
る
と
、
仁
徳
六
七
年
条
は
実
は

仁
徳
の
崩
御
を
示
す
記
事
で
も
あ
り
、
仁
徳
の
治
世
は
足
か
け
七
年
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
即
位
と
同
時
に
山
陵
を
築
き
は
じ
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、『
日
本

書
紀
』
の
仁
徳
在
位
年
数
が
著
し
く
延
長
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
と
す
る
と
、
仁
徳
陵
の
築
造
過
程
に
つ
い
て
も
再
考
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
応
神
の
晩
年
に
は
仁
徳
が
右
腕
と
し
て
政

権
を
支
え
た
と
す
る
と
、
約
七
年
と
い
う
治
世
以
上
の
存
在
感
を
仁
徳
が
も
っ
て

い
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
応
神
・
仁
徳
父
子
の
山
陵
が
最
大
級
の
規
模
を

有
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
代
に
倭
国
が
百
済
・
新
羅
を
破
り
、
高
句
麗
と
激
し

く
戦
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
二
人
が
中
国

に
遣
使
し
た
倭
王
讃
と
倭
王
彌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

前
田
直
典
説
を
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
前
半
に

か
け
て
の
倭
国
史
に
関
し
て
、
さ
ら
に
豊
か
な
史
実
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
今
後
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
考
察
を
深
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
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る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
小
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

註（
１
）
倭
王
讃
と
珍
の
比
定
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
笠
井
倭
人
『
研
究
史
倭

の
五
王
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
三
年
）
を
参
照
し
た
。
そ
の
後
の
研
究
史

は
、
川
口
勝
康
「
五
世
紀
の
大
王
と
王
統
譜
を
探
る
」（『
巨
大
古
墳
と
倭
の
五

王
』
青
木
書
店
、
一
九
八
一
年
）、
吉
村
武
彦
「
倭
の
五
王
と
は
誰
か
」（『
争
点

日
本
の
歴
史
』
二
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
〇
年
）、
篠
川
賢
「
倭
の
五
王
研

究
の
軌
跡
」（『
歴
史
と
旅
』
二
三
│
六
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
２
）
松
下
見
林
『
異
称
日
本
伝
』（
元
禄
六
年
〔
一
六
九
三
〕
開
板
、
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
五
年
）。

（
３
）
那
珂
通
世
「
日
本
上
古
年
代
考
」（『
文
』
一
｜
八
・
九
、
一
八
八
八
年
）。

（
４
）
前
田
直
典
「
応
神
天
皇
朝
と
い
ふ
時
代
」（『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
カ
』
創
刊
号
、
一

九
四
八
年
）。

（
５
）
西
本
昌
弘
「
倭
王
讃
と
応
神
天
皇
」（『
古
代
史
の
研
究
』
一
八
、
二
〇
一
三

年
）。

（
６
）
西
本
昌
弘
註
（
５
）
論
文
五
〜
六
頁
。

（
７
）
橋
本
増
吉
「
日
本
建
国
考
」（
改
訂
増
補
『
東
洋
史
上
よ
り
見
た
る
日
本
上
古
史

研
究
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
六
年
）
八
〇
八
〜
八
一
二
頁
。

（
８
）
橋
本
増
吉
註
（
７
）
論
文
八
二
五
頁
。

（
９
）
井
上
光
貞
「
帝
紀
か
ら
み
た
葛
城
氏
」（『
日
本
古
代
国
家
の
研
究
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
五
年
）
四
〇
頁
。

（
１０
）
志
水
正
志
「
倭
の
女
王
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」（『
史
学
』
三
九
、
一
九
六
六

年
）
四
四
頁
。

（
１１
）
尾
崎
康
『
正
史
宋
元
版
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）
三
八
五
〜
三
九

四
頁
。

（
１２
）
尾
崎
康
註
（
１１
）
著
書
六
〜
七
頁
。

（
１３
）
内
藤
虎
次
郎
「
卑
弥
呼
考
」（『
芸
林
』
一
｜
二
・
三
・
四
、
一
九
一
〇
年
）、
和

田
清
・
石
原
清
博
『
魏
志
倭
人
伝
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
一
年
）、
大
庭
脩

「
倭
人
伝
の
本
文
批
判
の
問
題
」（『
親
魏
倭
王
』
学
生
社
、
一
九
七
一
年
）
な

ど
。
な
お
、
大
庭
論
文
の
存
在
は
寺
西
貞
弘
氏
よ
り
ご
教
示
を
受
け
た
。

（
１４
）
湯
浅
幸
孫
『
翰
苑
校
釈
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
）
九
三
頁
、
同
「
倭
の

五
王
と
日
本
国
王
」（『
日
本
歴
史
』
四
八
三
、
一
九
八
八
年
）
三
八
頁
。

（
１５
）
『
愛
日
吟
廬
書
画
続
録
』
巻
五
所
収
（『
続
修
四
庫
全
書
』
子
部
、
芸
術
類
、
一

〇
八
八
）。

（
１６
）
湯
浅
幸
孫
註
（
１４
）
著
書
九
三
頁
。

（
１７
）
湯
浅
幸
孫
註
（
１４
）
著
書
「
前
言
」
ⅶ
〜
ⅷ
頁
。

（
１８
）
『
弘
法
大
師
全
集
』
六
所
収
（
密
教
文
化
研
究
所
、
一
九
六
六
年
）。

（
１９
）
内
藤
湖
南
「
旧
鈔
本
翰
苑
に
就
き
て
」（『
内
藤
湖
南
全
集
』
七
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
〇
年
）
一
二
四
〜
一
二
五
頁
。

（
２０
）
内
藤
湖
南
註
（
１９
）
論
文
一
一
九
頁
、
和
田
英
松
「
冠
位
十
二
階
」（『
国
史
国

文
之
研
究
』
雄
山
閣
、
一
九
二
六
年
）
一
五
六
頁
。

（
２１
）
湯
浅
幸
孫
註
（
１４
）
著
書
「
前
言
」
ⅲ
〜
ⅳ
頁
。

（
２２
）
嵐
義
人
「
翰
苑
補
考
」（『
古
事
記
年
報
』
五
二
、
二
〇
一
〇
年
）
六
三
〜
六
七

頁
。

（
２３
）
狩
野
直
喜
「
日
本
国
見
在
書
目
録
に
就
て
」（『
芸
文
』
一
｜
一
、
一
九
一
〇

年
）、
山
田
孝
夫
「
解
題
」（
狩
谷
棭
斎
『
日
本
見
在
書
目
證
注
稿
』
日
本
古
典

全
集
刊
行
会
、
一
九
二
八
年
）、
和
田
英
松
「
日
本
見
在
書
目
録
に
就
て
」（『
史

学
雑
誌
』
四
一
│
九
、
一
九
三
〇
年
）、
小
長
谷
恵
吉
『
日
本
国
見
在
書
目
録
解

説
稿
』（
小
宮
山
出
版
、
一
九
五
六
年
）、
矢
島
玄
亮
『
日
本
国
見
在
書
目
録
│

集
証
と
研
究
│
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
２４
）
内
藤
湖
南
註
（
１９
）
論
文
一
一
九
頁
。

（
２５
）
和
田
英
松
註
（
２３
）
論
文
一
五
六
頁
。

（
２６
）
古
辞
書
叢
刊
『
字
鏡
抄
』
下
本
（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
四
年
）。

（
２７
）
中
田
祝
夫
編
『
字
鏡
集
白
河
本
』
影
印
篇
（
勉
誠
社
、
一
九
七
七
年
）
三
九
一

頁
。

（
２８
）
『
太
平
寰
宇
記
』
に
も
「
宋
永
初
二
年
、
倭
王
請
（〔
讃
〕）
修
二

貢
職
一

、
至
二

曾

孫
武
一

、
順
帝
昇
明
二
年
、
遣
レ

使
上
表
曰
、
封
国
偏
遠
、
作
二

蕃
於
外
一

、
…
…
」

と
あ
る
。『
太
平
寰
宇
記
』
の
記
事
が
『
通
典
』
倭
条
を
ベ
ー
ス
に
し
て
書
か
れ

て
い
る
こ
と
は
、
榎
本
淳
一
「『
太
平
寰
宇
記
』
の
日
本
記
事
に
つ
い
て
」（『
唐

― １５ ―



王
朝
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。

（
２９
）
田
中
俊
明
「
百
済
文
周
王
系
の
登
場
と
武
寧
王
」（『
高
麗
美
術
館
研
究
紀
要
』

五
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
三
頁
。

（
３０
）
安
本
美
典
『
倭
の
五
王
の
謎
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）
三
九
〜
四
〇
頁
。

（
３１
）
田
中
俊
明
註
（
２９
）
論
文
。

（
３２
）
今
谷
文
雄
「
神
功
・
応
神
朝
と
日
本
書
紀
の
紀
年
」（『
日
本
歴
史
』
六
七
、
一

九
五
三
年
）
三
一
〜
三
二
頁
。

（
３３
）
木
村
武
夫
「
讃
と
珍
と
の
比
定
に
関
す
る
一
考
察
」（『
西
田
先
生
頌
寿
記
念
日

本
古
代
史
論
叢
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
二
二
七
頁
。

（
３４
）
梅
原
末
治
「
応
神
・
仁
徳
・
履
中
三
天
皇
陵
の
規
模
と
営
造
」（『
書
陵
部
紀
要
』

五
、
一
九
五
五
年
）。

（
３５
）
大
林
組
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
「
現
代
技
術
と
古
代
技
術
の
比
較
に
よ
る
「
仁

徳
天
皇
陵
の
建
設
」」（『
季
刊
大
林
』
二
〇
、
一
九
八
五
年
）

（
３６
）
梅
原
末
治
註
（
３４
）
論
文
一
五
頁
。

（
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）
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